
 

議案第19号 

養父市コミュニティセンター設置及び管理条例等の一部を改正する 

条例の制定について 

養父市コミュニティセンター設置及び管理条例等の一部を改正する条例を次

のように定める。 

平成30年２月26日提出 

養父市長  広 瀬   栄  

 

養父市条例第 号 

養父市コミュニティセンター設置及び管理条例等の一部を改正する 

条例 

 （養父市コミュニティセンター設置及び管理条例の一部改正） 

第１条 養父市コミュニティセンター設置及び管理条例（平成16年養父市条例

第19号）の一部を次のように改正する。 

別表能座コミュニティセンターの項、大塚コミュニティセンターの項及びコ

ミュニティセンター「宮垣会館」の項を削る。 

 （養父市区集会施設の設置及び管理条例の一部改正） 

第２条 養父市区集会施設の設置及び管理条例（平成16年養父市条例第20号）

の一部を次のように改正する。 

  別表小路頃地区集会所の項、向八木集会所の項及び川東集会所の項を削る。 

 （養父市多目的集会センター設置及び管理条例の一部改正） 

第３条 養父市多目的集会センター設置及び管理条例（平成16年養父市条例第

21号）の一部を次のように改正する。 

  別表須西生活改善センターの項を削る。 

附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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議案第19号 養父市コミュニティセンター設置及び管理条例等の一部を改正する条例の制定について 

 第１条 養父市コミュニティセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例新旧対照条文（下線の部分は改正部分） 

現          行 改      正      案 

別表（第２条関係） 
名称 位置 

コミュニティセンター（コミセンやぶ） 養父市養父市場 506番地１ 

上箇コミュニティセンター 養父市上箇 278番地 

能座コミュニティセンター 養父市建屋 950番地１ 

大塚コミュニティセンター 養父市大塚 142番地４ 

広谷地域福祉コミュニティセンター 養父市十二所 889番地１ 

十二所いきがい福祉センター 養父市十二所 1156番地 

コミュニティセンター「宮垣会館」 養父市大屋町宮垣 1109番地 

おおやコミュニティセンター「大屋市場

公民館」 

養父市大屋町大屋市場 127番地２ 

南谷コミュニティセンター 養父市大屋町宮本 545番地１ 

口大屋コミュニティセンター 養父市大屋町樽見 198番地２ 

木の香る浅野校区コミュニティセンター 養父市浅野 399番地１ 

十二所一区交流促進センター 養父市十二所 387番地１  
 

別表（第２条関係） 
名称 位置 

コミュニティセンター（コミセンやぶ） 養父市養父市場 506番地１ 

上箇コミュニティセンター 養父市上箇 278番地 

広谷地域福祉コミュニティセンター 養父市十二所 889番地１ 

十二所いきがい福祉センター 養父市十二所 1156番地 

おおやコミュニティセンター「大屋市場

公民館」 

養父市大屋町大屋市場 127番地２

南谷コミュニティセンター 養父市大屋町宮本 545番地１ 

口大屋コミュニティセンター 養父市大屋町樽見 198番地２ 

木の香る浅野校区コミュニティセンター 養父市浅野 399番地１ 

十二所一区交流促進センター 養父市十二所 387番地１  
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 第２条 養父市区集会施設の設置及び管理条例の一部を改正する条例新旧対照条文（下線の部分は改正部分） 

現          行 改      正      案 

別表（第２条、第４条関係） 
名称 位置 

草出地区集会所 養父市草出64番地４ 

大谷地区集会所 養父市大谷278番地 

（略） 

和多田地区集会所 養父市尾崎215番地２ 

関宮片岡地区集会所 養父市関宮38番地３ 

轟摺鉢地区集会所 養父市轟813番地 

小路頃地区集会所 養父市小路頃37番地 

尾崎地区集会所 養父市尾崎695番地１ 

関宮本町地区集会所 養父市関宮611番地５ 

葛畑地区集会所 養父市葛畑94番地２ 

下吉井地区集会所 養父市吉井2123番地１ 

ふるさとセンター「あけぼの」 養父市大屋町明延1152番地 

おうみ集会所「おうみ会館」 養父市大屋町中1475番地26 

高柳向集会所 養父市八鹿町高柳2384番地 

向八木集会所 養父市八鹿町八木1486番地１ 

川東集会所 養父市八鹿町宿南1183番地３ 
 

別表（第２条、第４条関係） 
名称 位置 

草出地区集会所 養父市草出64番地４ 

大谷地区集会所 養父市大谷278番地 

（略） 

和多田地区集会所 養父市尾崎215番地２ 

関宮片岡地区集会所 養父市関宮38番地３ 

轟摺鉢地区集会所 養父市轟813番地 

尾崎地区集会所 養父市尾崎695番地１ 

関宮本町地区集会所 養父市関宮611番地５ 

葛畑地区集会所 養父市葛畑94番地２ 

下吉井地区集会所 養父市吉井2123番地１ 

ふるさとセンター「あけぼの」 養父市大屋町明延1152番地 

おうみ集会所「おうみ会館」 養父市大屋町中1475番地26 

高柳向集会所 養父市八鹿町高柳2384番地  
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第３条 養父市多目的集会センター設置及び管理条例の一部を改正する条例新旧対照条文（下線の部分は改正部分） 

現          行 改      正      案 

別表（第２条関係） 
名称 位置 

上小田多目的集会施設 養父市八鹿町上小田538番地１ 

浅間多目的集会施設 養父市八鹿町浅間382番地 

三谷多目的集会センター 養父市三谷139番地１ 

蔵垣多目的集会センター 養父市大屋町蔵垣713番地 

若杉多目的集会センター「若杉会館」 養父市大屋町若杉521番地１ 

和田多目的集会センター「和田会館」 養父市大屋町和田297番地４ 

須西生活改善センター 養父市大屋町須西49番地 

夏梅農事集会センター「夏梅会館」 養父市大屋町夏梅524番地１ 

丹戸地区多目的集会施設 養父市丹戸1205番地 
 

別表（第２条関係） 
名称 位置 

上小田多目的集会施設 養父市八鹿町上小田538番地１ 

浅間多目的集会施設 養父市八鹿町浅間382番地 

三谷多目的集会センター 養父市三谷139番地１ 

蔵垣多目的集会センター 養父市大屋町蔵垣713番地 

若杉多目的集会センター「若杉会館」 養父市大屋町若杉521番地１ 

和田多目的集会センター「和田会館」 養父市大屋町和田297番地４ 

夏梅農事集会センター「夏梅会館」 養父市大屋町夏梅524番地１ 

丹戸地区多目的集会施設 養父市丹戸1205番地  
 

 


